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当社に対して提起された訴訟の控訴に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 22 年 7 月 30 日付の「当社に対して提起された訴訟の判決に関するお知らせ」で公表

いたしましたように、株式会社ウィークリーセンターから提起されていた当社第 43 回定時株主総会の

決議取消訴訟において当社が勝訴いたしましたが、当該判決を不服として、株式会社ウィークリーセ

ンターから控訴の提起がなされましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１.裁判所及び控訴年月日 

 (1)裁   判   所  東京高等裁判所 

 (2)控 訴 年 月 日  平成 22 年 8 月 6日（控訴状送達日は平成 22年 9 月 6日） 
 
２.控訴を提起した者 

 (1)名       称  株式会社ウィークリーセンター 

 (2)所   在   地  東京都千代田区内神田 2-3-10 東ビル３階 

 (3)代表者の役職・氏名  代表取締役 和田明彦 

 

３.経緯 

  当社は、平成 21 年 10 月 28 日に第 43 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）を開催し、

第 1 号議案「定款一部変更の件」、第 2 号議案「準備金の額の減少の件」、第 3 号議案「剰余金の処

分の件」、第 4号議案「取締役 6名選任の件」を付議し、本総会において、第 2号議案から第 4号議

案について承認可決いただきました。 

  これに対し、当社の株主である株式会社ウィークリーセンターから、同社の集めた委任状につい

て、当社の下した有効・無効の判断に疑義があること等を理由として、本総会の第 4号議案｢取締役

6名選任の件｣の決議の取消しを求める訴訟が提起されました。 

  東京地方裁判所は、平成 22 年 7 月 29 日、株式会社ウィークリーセンターの請求を棄却する判決

を下しましたが、同社はこれを不服として控訴を提起したものであります。 

 

４.控訴の趣旨 

 (1)原判決を取り消す。 

 (2)本総会の第 4号議案の決議を取消す。 

(3)訴訟費用は、第 1審、第 2審とも当社の負担とする。 

 

５.今後の見通し 

  当社は、本総会における決議は適法かつ適正に行われたものであり何ら問題はなく、第一審の判

決は適正であると考えております。 

  従いまして、当社といたしましては、控訴審においても引き続き当社の主張が認められるよう対

応してまいる所存であります。 

以上 

 
 


